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（単位：百万円）
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(注) 

１．有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産とし

て運用している有価証券を含む。）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均

法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業における「責任準備金

対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に

基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式（保

険業法第２条第12項に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の５の２第３項に規定する子法人等のうち子

会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をいう。）については原価法、時価のあるその他有価証券につ

いては３月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価を把握することが極めて困

難と認められるその他有価証券のうち取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む。）につい

ては移動平均法による償却原価法（定額法）、上記以外の有価証券については移動平均法による原価法によって

おります。 

 また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

   ・再評価を行った年月日   平成14年３月31日 

  ・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

     「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める標準地

の公示価格、同条第２号に定める基準地の標準価格及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価

ほかに基づき、合理的な調整を行って算定しております。 

４．有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却は、主として定率法により、平成10年４月１日以降に取得し

た建物(建物付属設備及び構築物を除く。)については定額法により行っております。 

 リース資産の減価償却は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間

を耐用年数とする定額法により行っております。 

５．外貨建資産・負債は、３月末日の直物為替相場により円換算しております。 

６．貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次の

とおり計上しております。 

 破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に対する

債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という。）に対する債権については、下記

直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上してお

ります。また、現状では経営破綻の状況にはないものの、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者（以下「破綻懸念先」という。）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しており

ます。 

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額

を計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監

査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等に

よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額

は212百万円であります。 

７．役員賞与引当金は、役員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。 

８．退職給付に係る会計処理の方法 

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法 

    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。 
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(2) 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法 

   発生年度に全額を費用処理しております。    

９．価格変動準備金は、価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上し

ております。 

10．ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）に従い、貸

付金に対するキャッシュ・フロー変動リスクのヘッジとして繰延ヘッジ及び金利スワップの特例処理、国内債券

に対する価格変動リスクのヘッジとして繰延ヘッジ、外貨建資産に対する為替変動リスクのヘッジ、国内・外国

株式及び国内・外国上場投資信託に対する価格変動リスクのヘッジとして時価ヘッジによっております。 

 なお、ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較する比率分析によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性がある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略し

ております。 

11. 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。  

12．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等の

うち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のもの

については、当事業年度に費用処理しております。 

13. 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算

しております。 

  (1) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第48号） 

  (2) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

  なお、当事業年度において、平成25年３月31日以前加入の一時払養老保険について、保険業法施行規則第69条

第５項の規定に基づき責任準備金を追加して積み立てております。この積立てにあたっては、責任準備金に含ま

れる危険準備金を8,029百万円取り崩し、同額を充当しており、責任準備金繰入額、経常利益及び税引前当期純

利益への影響はありません。  

14. 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスを連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 

15. 無形固定資産(リース資産を除く)に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間

に基づく定額法により行っております。 

  リース資産の減価償却は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間

を耐用年数とする定額法により行っております。  

16．「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。)

及び「退職給付に関する会計基準の摘用指針」(企業会計基準摘用指針第25号 平成24年５月17日。)が平成25年

４月１日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度よりこれらの会計基

準等を適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準

から給付算定式基準へ変更しております。 

  退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当事業年度

の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 

  この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が285百万円減少しております。また、当事業年度の経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ179百万円減少しております。 

17．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 

  (1) 金融商品の状況に関する事項  

   ①金融商品に対する取組方針 

  当社は、生命保険事業を主たる事業として各種生命保険の引受けを行っており、保険料として収受した金

銭等を有価証券、貸付金等の金融資産にて運用しております。 

  資産運用に際しては、ご契約者の信頼を第一に考え、生命保険契約の負債特性を踏まえた資産・負債の総

合管理（ＡＬＭ）の考えに基づき、長期に安定した収益を確保できるポートフォリオを構築し、徹底したリ

スク管理のもと、健全性や公共性に配慮しながら取り組むことを基本方針としております。 

  この考え方に従い、安定した利息収入の確保に向けて国内公社債や貸付金等の円金利資産を中心に投資す

るとともに、厳格なリスク管理のもと、株式や外国証券にも一部投資を行っております。 
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  なお、デリバティブ取引は、金融資産の運用に際して生じる価格変動リスク等をヘッジする目的で利用す

ることを基本としております。 

  また、より一層財務内容の健全性を向上させることを目的として、劣後性資金(社債、借入金)の調達を行

っております。 

②金融商品の内容及びそのリスク 

  当社が保有する金融資産は、主として有価証券及び貸付金であります。 

  有価証券の種類は、国内外の公社債、株式、投資信託等であり、安定的な収益確保に加え、市場見通しに

基づく運用や長期保有による運用収益の獲得等を目的に保有しており、これらは、発行体の信用リスク、金

利、為替、株式等の相場変動による市場リスク及び流動性リスクに晒されております。 

  貸付金には、保険契約者に対する保険約款貸付のほか、当該保険約款貸付以外の貸付で主に国内の企業や

個人向けの一般貸付があります。一般貸付は、安定的な収益確保を目的に実施しておりますが、貸付先の契

約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。なお、保険約款貸付は、解約返戻金の範囲

内で行っており、信用リスクは僅少であります。 

  デリバティブ取引は、主に金融資産の価格変動リスク等をヘッジする目的で株価指数先物取引、株式先渡

取引、為替予約取引、金利スワップ取引等を行っており、投機的な取引は行っておりません。 

  デリバティブ取引には、現物資産と同様に市場リスクや信用リスクが存在しておりますが、取組みにあた

っては、取引内容、ヘッジ対象、取引枠等の許容範囲を明確にすることにより、リスク管理の徹底を図って

おります。 

  なお、ヘッジとして取り組むデリバティブ取引に対するヘッジ会計の適用については、適用要件、対象取

引、有効性の評価方法及び指定方法を社内規程に明確に定め、貸付金等に係る金利スワップ、外貨建資産に

係る為替予約取引、国内・外国株式、国内・外国上場投資信託に係る先渡取引及びオプション、円建債券に

係るオプション等を適用対象として適正に行っております。ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象の相場変

動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較

する比率分析の方法によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、

ヘッジに高い有効性がある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 

  ③金融商品に係るリスク管理体制 

   イ．全般的なリスク管理体制 

  当社では、生命保険事業の社会公共性等に鑑み、経営の健全性及び適切性を確保するため、リスクを的

確に把握し管理していくことを経営の重要課題のひとつとして位置づけ、取締役会がリスク管理の基本的

な考え方を定めた「リスク管理基本方針」を策定し、それに基づきリスク管理体制を整備しております。 

  組織面では、リスク管理に関する一元的な体制の確立及びリスク管理の徹底を期することを目的とし

て、リスク統括委員会等を設置するとともに、各リスクを適切に管理するため、資産運用部門の投融資執

行部門と事務管理部門の分離、審査部門の独立、内部監査部門による内部監査の実施など、内部牽制が働

く体制としております。また、ＡＬＭを統制する委員会等を設置し、資産・負債の総合管理を実施してお

ります。 

  なお、Ｔ＆Ｄホールディングスを中心に、グループとしてのリスク管理体制の整備・充実も図っており

ます。 

ロ．市場リスクの管理 

  市場リスクに関しては、金利、株価、為替等の運用環境の変化に対する保有資産の感応度を把握すると

ともに、バリュー・アット・リスク(以下「ＶａＲ」という。)を用いてポートフォリオ全体としてリスク

を把握し、資金配分の見直しやリスクヘッジなどによりリスクを適切にコントロールしております。 

ハ．信用リスクの管理 

  信用リスクに関しては、与信先ごとに付与した社内格付を活用してＶａＲを用いたリスクの計量化を行

い、ポートフォリオ全体としてリスクを把握・コントロールしております。また、リスクに応じて業種や

企業グループ単位での投融資限度額等を設定し、特定業種・企業グループへの与信集中を制御しておりま

す。 

ニ．流動性リスクの管理 
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  流動性リスクに関しては、リスク管理部門が流動性の高い資産の確保の状況、キャッシュ・フローの状

況、金融証券市場の動向、個別金融商品の状況等を把握することにより管理しております。 

  ④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。 

当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当

該価額が異なることもあります。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

               (単位：百万円)  

  
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1)現金及び預貯金 27,382 27,382 - 

(2)コールローン 158,800 158,800 - 

(3)買入金銭債権 110,003 115,773 5,769 

(4)有価証券 4,729,153 4,903,782 174,629 

  ①売買目的有価証券 270 270 - 

  ②満期保有目的の債券 519,136 567,895 48,759 

  ③責任準備金対応債券 1,486,966 1,612,836 125,870 

  ④その他有価証券 2,722,779 2,722,779 - 

(5)貸付金 1,400,113 1,447,673 47,559 

  ①保険約款貸付(*1) 63,072 70,339 7,267 

  ②一般貸付(*1) 1,338,340 1,377,333 40,292 

  ③貸倒引当金（*2） △1,299 - - 

資産計 6,425,453 6,653,412 227,958 

(1)社債 65,100 65,497 397 

(2)借入金 83,500 84,016 516 

負債計 148,600 149,513 913 

金融派生商品（*3） (31,487) (30,557) 930 

  
①ヘッジ会計が適用されて
いないもの 

133 133 － 

  
②ヘッジ会計が適用されて
いるもの (31,620) (30,690) 930 

(*1)差額欄は、貸倒引当金を控除した貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。  

(*2)貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。 

(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、( )で表示しております。 

金融派生商品の「時価」欄において、時価ヘッジに係る取引等は貸借対照表に計上されている金額

を記載しております。なお、「差額」欄に記載されている金額は、金利スワップの特例処理によるも

のです。 

  資 産 

  ①現金及び預貯金 

  時価は帳簿価額と近似していることから、主として当該帳簿価額によっております。 

  ②コールローン 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 
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  ③買入金銭債権 

  有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは取引金融機関から提示された価格によっており、

それが出来ない場合には、他の金融機関等から提示された価格によっております。 

  ④有価証券 

  株式は主として取引所の価格によっており、債券は日本証券業協会が公表する公社債売買参考統計値又は

取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託については、公表されている基準価

格等によっております。 

  なお、非上場株式、組合出資金のうち組合財産が非上場株式で構成されているもの等、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものについては、表中の有価証券に含めておりません。これらの当事業年度末

における貸借対照表計上額は、関係会社株式5,649百万円、非上場株式(関係会社株式を除く)54,001百万円、

外国証券28,460百万円、その他の証券4,171百万円であります。 

⑤貸付金 

 イ．保険約款貸付 

  過去の実績に基づく返済率から将来キャッシュ・フローを生成し、リスクフリー・レートで割り引いて

時価を算定しております。 

 ロ．一般貸付 

  変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なって

いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、原則として当該帳簿価額によっております。 

   固定金利によるものは、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り

引いて時価を算定しております。 

   また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻懸念先債権については、原則として見積将来キャッシュ・

フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価

は当事業年度末における貸借対照表計上額から貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をも

って時価としております。 

  ただし、複合金融商品については、取引金融機関から提示された価格等によっております。  

負 債 

 ①社債 

  元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割引いて時価を算定しておりま

す。 

 ②借入金 

  元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割引いて時価を算定しておりま

す。 

金融派生商品 

①為替予約取引において、当事業年度末の為替予約の評価は先渡価格を考慮し時価を算定しております。 

②金利スワップ取引の時価は、当事業年度末現在の金利を基に、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価

値に割引いて算定しておりますが、一部については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定して

おります。 

③株価指数先物、株価指数オプション、個別株式オプション、債券先物、債券オプション、通貨オプション及

び株式先渡取引の時価は、主たる取引所における 終価格又は取引先金融機関から提示された価格等に基づ

き算定しております。 

④複合金融商品として区分処理を行ったものは、取引金融機関から提示された価格等に基づき複合金融商品全

体を時価評価し、差損益を計上しております。  

18．賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

 当社は、全国主要都市を中心に、主に賃貸用のオフィスビルを所有しており、当事業年度末における当該賃貸

等不動産の貸借対照表計上額は95,793百万円、時価は102,209百万円であります。 

 なお、時価の算定にあたっては、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

金額、その他の物件については公示価格等に基づいて自社で算定した金額によっております。 
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19．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は、3,470百万円であ

り、それぞれの内訳は次のとおりであります。 

  (1) 貸付金のうち、破綻先債権額は292百万円、延滞債権額は93百万円であります。 

  上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額26百万円、延滞債権額６百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96

条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

  (2) 貸付金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は3,051百万円であります。 

 なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として３ヵ月以上延

滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

  (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は32百万円であります。 

  なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権

及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

20．有形固定資産の減価償却累計額は、108,356百万円であります。 

21．保険業法第118条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、281百万円であります。なお、負債の額も同額であ

ります。 

22．関係会社に対する金銭債権の総額は12,708百万円、金銭債務の総額は10,765百万円であります。 

23．契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当期首現在高           43,700百万円 

当事業年度契約者配当金支払額    17,523百万円 

利息による増加等             16百万円 

契約者配当準備金繰入額      17,688百万円 

当期末現在高           43,882百万円 

24．保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、63,158百万円であります。 

25．担保に供されている資産の額は、有価証券（国債)143,534百万円であります。 

26．社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。 

27．借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金であります。 

28．保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当事業年度末における当社の今後の負担見

積額は、10,701百万円であります。 

 なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費として処理しております。 

29．保険業法施行規則第73条第３項において準用する同規則第71条第１項に規定する再保険を付した部分に相当す

る支払備金(以下「出再支払備金」という。)の金額は26百万円であり、同規則第71条第１項に規定する再保険を

付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は102百万円であります。 

30．退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 

  (1）採用している退職給付制度の概要 

    当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。   

(2）確定給付制度 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

 期首における退職給付債務         51,936百万円 

   会計方針の変更による累積的影響額      418百万円 

 会計方針の変更を反映した期首残高     52,354百万円 

  勤務費用                 2,433百万円  

  利息費用                  724百万円 

  数理計算上の差異の当期発生額      △1,118百万円  
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  退職給付の支払額            △3,317百万円 

 期末における退職給付債務         51,076百万円 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

 期首における年金資産           20,323百万円 

  期待運用収益                335百万円 

  数理計算上の差異の当期発生額        802百万円 

  事業主からの拠出額            2,063百万円 

  退職給付の支払額             △905百万円 

 期末における年金資産           22,619百万円 

③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

 積立型制度の退職給付債務         31,205百万円 

 年金資産                △22,619百万円 

                       8,586百万円 

 非積立型制度の退職給付債務        19,871百万円 

 退職給付引当金              28,457百万円 

④退職給付に関連する損益 

 勤務費用                  2,433百万円 

 利息費用                   724百万円 

 期待運用収益                △335百万円 

 数理計算上の差異の当期の費用処理額    △1,920百万円 

 確定給付制度に係る退職給付費用        901百万円 

⑤年金資産の主な内訳 

 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

 生命保険一般勘定               38.6％ 

 債券                    31.0％ 

 外国証券                        18.2％ 

 株式                         9.5％ 

 共同運用資産                 2.7％ 

 合計                    100.0％ 

⑥長期期待運用収益率の設定方法 

  当社は、年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予測される年金資産の配分と、年金資

産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項 

 期末における主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。 

 割引率                   一時金1.1％、年金1.6％ 

 長期期待運用収益率             1.65％  

31．関係会社の株式は、5,649百万円であります。 

32．繰延税金資産の総額は、74,839百万円、繰延税金負債の総額は、91,912百万円であります。繰延税金資産のう

ち評価性引当額として控除した額は、6,037百万円であります。 

 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金30,119百万円、価格変動準備金22,908百万円及び退

職給付引当金8,710百万円であります。また、繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券評価差

額金89,040百万円であります。 

 当事業年度における法定実効税率は33.3％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

36.7％との間の差異の主要な内訳は、評価性引当額1.4％及び復興特別法人税等の税率差異1.3％であります。 

 「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号 平成26年３月31日）の公布に伴い、平成26年４月１日以

後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異
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については従来の33.3％から30.7％に変更されております。この変更により、法人税等調整額が477百万円増加

し、当期純利益が477百万円減少しております。また、繰延税金負債が476百万円増加しております。 

33．１株当たりの純資産額は、160,085円36銭であります。  
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     　　　　　平成25年４月１日から
　　　　　　平成２５年度

     　　  　  平成26年３月31日まで

857,272
655,233
655,102

131
175,794
153,956

18
121,803
22,482
6,048
3,602
21,006

466
80

249
35

26,244
476

15,294
4,628
3,573
2,271

785,015
585,429
202,037
186,968
83,586
67,794
44,795

248
52,437
52,420

16
29,303
2,000
7,608
1,713
12,600
2,258
3,120
77,693
40,151
27,265
4,602
6,228
2,054

72,257

責 任 準 備 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

そ の 他 運 用 費 用

保 険 金
年 金

有 価 証 券 評 価 損
金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 返 戻 金
再 保 険 料

解 約 返 戻 金

　　  　　　　損益計算書

（単位：百万円）
科　　　　　　　目

経　　常　　収　　益

金　　　　　　　額

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 料

資 産 運 用 費 用

再 保 険 収 入

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

支 払 備 金 戻 入 額
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額

経　　常　　利　　益

事 業 費

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益
経　　常　　費　　用

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 経 常 費 用
保 険 金 据 置 支 払 金
税 金
減 価 償 却 費

給 付 金

預 貯 金 利 息
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金
貸 付 金 利 息
不 動 産 賃 貸 料

特 別 勘 定 資 産 運 用 益
そ の 他 経 常 収 益

保 険 金 等 支 払 金

そ の 他 運 用 収 益

そ の 他 利 息 配 当 金

年 金 特 約 取 扱 受 入 金
保 険 金 据 置 受 入 金

有 価 証 券 売 却 益

支 払 利 息
有 価 証 券 売 却 損

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

為 替 差 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 額
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4
4

12,935
1,793
977

10,130
34

17,688
41,637
17,045

△ 1,763
15,282
26,355

金　　　　　　　額

減 損 損 失
固 定 資 産 等 処 分 損

特　　別　　損　　失

法 人 税 等 調 整 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額
税 引 前 当 期 純 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益

科　　　　　　　目

当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

そ の 他 特 別 損 失

特　　別　　利　　益

法 人 税 等 合 計

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

 
 

(注) 
１．１株当たり当期純利益の金額は、10,542円13銭であります。 

２．関係会社との取引による収益の総額は1,235百万円、費用の総額は5,888百万円であります。 

３．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券4,915百万円、株式等12,066百万円、外国証券4,024百万円でありま

す。 

４．有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券1,344百万円、株式等2,027百万円、外国証券4,236百万円でありま

す。 

５．有価証券評価損の主な内訳は、国債等債券89百万円、外国証券1,623百万円であります。 

６．金融派生商品費用には、評価益が36,367百万円含まれております。 

７．支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は26百万円、責任準備金繰入額の計算上、

差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は、19百万円であります。 

８．当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

 (1) 資産をグルーピングした方法 

   保険営業等の用に供している不動産等について、保険営業等全体で１つの資産グループとし、それ以外の賃 

  貸不動産等及び遊休不動産等について、それぞれの物件ごとに１つの資産グループとしております。 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

   一部の資産グループについて、市場価格の著しい下落や、賃料水準の低迷等による収益性の低下が見られた 

ことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 (3）減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳  

          （単位：百万円）

 減損損失 

  
用途 種類 場所等 

土地 建物等 計 

 

  
賃貸不動産等 土地及び建物 

愛知県名古屋市

など９件 
534 442 977

  (4）回収可能価額の算定方法 

   回収可能価額は、正味売却価額を適用しております。 

   なお、正味売却価額については原則として、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額から処分費用見込額を 

差し引いて算定しております。 

 
 
 
 
 


